
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1

特記仕様書１７－５
断面修復工

断面修復工Ａ１及びＡ２の区分内容には「吹付け工法で」と記載されています
が、これは吹付け工法の限定という意味でしょうか？もしくは、定義に記載が
御座います「吹付け工法又は左官工法により修復することをいう」の通り、小
断面と大断面等々、吹付け工法と左官工法の併用で考えて宜しいのでしょう
か？

特記仕様書１７－５－２種別の区分内容に示すとおりです。

2

特記仕様書１７－３
現地状況の調査

「施工に先立ち対象構造物の事前処理（近接目視・打音調査）を実施し報告す
る」と記載されていますが、この事前処理とは、はく落防止対策影響範囲内で
行う事前調査と同じ内容の事を指しているのでしょうか？

特記仕様書１７－３に示す対象構造物の施工範囲内の事前処
理（近接目視・打音調査）は、はく落防止対策影響範囲内で
行う事前調査(事前処理(近接目視・打音調査)を含みます。
なお、これに要する費用は関連する単価に含みます。

質問書に対する回答

件名）東京外環自動車道　美女木高架橋はく落対策工事


